
バス類を放さないで！

とちぎの美しい自然を守り伝えて行くために、

皆様のご理解とご協力をお願いします。

外来魚の生息域拡大を防ぐために！

・許可無く飼育すること。

・許可無く活きたままで持ち運ぶこと。

・野外に放すこと。

・釣り上げたこれらの魚を再び放すこと。

以上のことは法令等で禁止されています。

なお、これらの魚を捕まえた場合、家に持

ち帰り（生きた状態での持ち運びは禁止さ

れています）、食用にするか、家庭用廃棄物と

して処分してください。


